
令和６年５月３１日 

 

第五種共同漁業権に係る遊漁規則の変更認可について 

 

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１７０条第３項の規定に基づき、内水面における

第五種共同漁業権の免許を受けた者の定めた遊漁規則の変更を次のとおり認可したので、同

条第７項の規定により公示します。 

 

１ 漁業権者の名称及び住所 

   天神川漁業協同組合 

鳥取県倉吉市西倉吉町７番地１２ 

２ 漁業権の免許番号 内共第２号 

３ 認可に係る変更の内容 別添新旧対照表のとおり 

４ 変更後の遊漁規則の施行の日 

令和６年５月３１日（ただし、第３条第１項の変更については、令和７年１月１日） 
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